
 第６１号議案 

 

 

亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例の

一部を改正する条例の制定について 

 

 亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例（昭和４１年亀岡市条例第

２３号）の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

   令和６年２月２１日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例の

一部を改正する条例 

 

 亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例（昭和４１年亀岡市条例第

２３号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条中「法第１１３条の２第２項又は第３項の規定に基づく当

該事業の工事完了の公告の日」を「当該土地改良事業の完了につき

法第１１３条の３第３項の規定による公告があった日（その公告に

おいて工事完了の日が示されたときは、その示された日）」に改め

る。 

 第１１条を第１３条とする。 

 第１０条第１項中「（第３条の分担金及び第７条の特別徴収金を

いう。以下同じ。）」を削り、同条を第１２条とする。 

 第９条の見出し中「分担金」を「分担金等」に改め、同条中「分

担金」を「分担金等（第３条に規定する分担金、第７条に規定する

特別徴収金及び第９条に規定する機構関連事業に係る特別徴収金を

いう。次条において同じ。）」を加え、同条を第１１条とし、第８ 
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条の次に次の２条を加える。 

 （機構関連事業に係る特別徴収金の徴収） 

第９条 市長は、法第８７条の３第１項の規定により京都府が行う

土地改良事業（以下「機構関連事業」という。）の施行に係る地

域内にある土地につき法第９１条の２第６項各号のいずれかに掲

げる者が、法第８７条の３第７項において準用する法第８７条第

５項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した

日から、当該機構関連事業の完了につき法第１１３条の３第３項

の規定による公告があった日（その公告において工事完了の日が

示されたときは、その示された日）の属する年度の翌年度から起

算して８年を経過しない間に、法第９１条の２第６項各号に定め

る場合に該当したときは、その者から、特別徴収金を徴収する。 

２ 前項の特別徴収金の徴収は、法第１１３条の３第３項の規定に

よる公告前に、当該機構関連事業の施行に係る地域の一部のため

の工事が完了した場合において、市長が適当と認めたときは、当

該地域の一部について当該工事の完了の年度の翌年度から起算し

て８年を経過しない間に行うものとする。 

 （機構関連事業に係る特別徴収金の額） 

第１０条 前条第１項の特別徴収金の額は、機構関連事業に要する

費用のうち法第９１条第６項の規定により市が負担する負担金の

額に当該機構関連事業に係る土地の面積に対する法第９１条の２

第６項各号に定める場合に該当するに至った土地の面積の率を乗

じて得られる額を基準として、市長が定める。 

 

   附 則 

 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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亀岡市土地改良事業等分担金徴収条例の

一部を改正する条例案要綱 

 

 

１ 府営農地中間管理機構関連農地整備事業に係る特別徴収金の徴

収について、規定を新たに設けること。 

 

２ その他所要の規定整備を図ること。 

 

３ この条例は、公布の日から施行すること。 
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